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Ｑ．法人版事業承継税制・特例措置について活用ポイ
ント等を教えてください。

Ａ．中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法
人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税
の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制が
あり、平成 30 年度税制改正で抜本的に拡充されま
した。

１．事前に「特例承継計画」の提出が必要です。
　　平成30年４月１日から令和８年３月31日までに

都道府県［長野県の場合は、産業労働部　経営・創
業支援課　創業・承継支援係（026-235-7194）］に
提出してください。

　（様式は中小企業庁ホームページに掲載）
２．10年間限定の特例措置です。
　　特例承継計画を提出した事業者で、平成30年１

月１日から令和９年12月31日までに、贈与・相続
により会社の株式を取得した経営者が対象になりま
す。　　　

特例措置のポイント
１．対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を 100％に

拡大することで、承継する株式にかかる贈与税・相
続税のすべてが納税猶予の対象となりました。

２．これまでは、先代経営者一人から後継者一人への
贈与・相続のみが対象でしたが、特例措置では、親
族外を含むすべての株主から、代表者である後継者

（最大３人）への贈与・相続が対象になりました。
３．雇用要件（事業承継後５年間平均で、雇用の８割

の維持が必要）を抜本的に見直すことにより、雇用
維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続
可能になりました。
※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助

言が必要です。
４．将来、事業を売却・廃業する際に株価が下落して

いた場合には、その株価を基に納税額を再計算し、
事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額
を減免することで、経営環境の変化による将来の不

安を軽減します。

贈与税の納税猶予制度について
　後継者が贈与により取得した株式等（ただし、議決
権を行使することができない株式を除きます。）に係
る贈与税の100％が猶予されます。
　本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法
に基づく都道府県知事の「認定」を受け、報告期間中

（原則として贈与税の申告期限から５年間）は代表者
として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その
後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求
められます。また、後継者が死亡した等の一定の場合
には、猶予された贈与税が免除されます。

相続税の納税猶予制度について
　後継者が相続又は遺贈（死因贈与を含みます。）に
より取得した株式等（ただし、議決権を行使すること
ができない株式を除きます。）に係る相続税の100％
が猶予されます。
　本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法
に基づく都道府県知事の「認定」を受け、報告期間中

（原則として相続税の申告期限から５年間）は代表者
として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その
後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求
められます。また、後継者が死亡した等の一定の場合
には、猶予された相続税が免除されます。

法人版事業承継税制・特例措置について

〔会社の税務…よろず相談室201〕相続・贈与税関係

（税制委員会：甕秀行、大池明、北澤剛　グループ稿）
　（監修：関東信越税理士会　松本支部）


